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佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台 

指定管理者募集要項 

１ 指定管理者募集の目的 

従来、公の施設の管理受託者については、公共団体等に限定されていましたが、平成15年９

月の地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が創設されました。これは、公の施設の管

理を、民間の事業者に門戸を開放し、民間の事業者の有するノウハウを活用することにより、

住民サービスの向上と経費の節減につなげようとするものです。 

指定管理者の選定にあたっては、広く事業者を公募し、管理運営について創意工夫のある提

案を募集します。 

本募集要項は「佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台」（以下「管理

施設」という。）の指定管理者の募集に関して必要な事項を定めたものです。 

 

２ 対象施設の概要 

（１） 施設の名称   

【佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設】（以下「簡易宿泊施設」という。） 

・簡易宿泊施設管理棟（舟宿） 

・簡易宿泊施設（中型２棟） 

・簡易宿泊施設（小型６棟） 

    【佐伯市かみうら天海展望台】（以下「展望台」という。） 

・展望台 

・展望台事務室 

（対象施設の他に下記施設等の清掃管理等を行うとともに、必要消耗品なども購入すること） 

・佐伯市瀬会公園炊飯施設 

・佐伯市瀬会公園トイレ、シャワー室 

・上記施設及び駐車場並びにその周辺（別紙参照） 

・展望台外部トイレ 

（２） 施設の所在地    

【簡易宿泊施設】佐伯市上浦大字津井浦１１９番地１、同１３９番地１、 

同１４８番地、同１５０番地 

【展望台】   佐伯市上浦大字津井浦１４９番地１、同１５３番地１ 

（３） 施設の設置目的（施設の沿革、役割等） 

【簡易宿泊施設】 

      本市は、新農村地域定住促進対策事業の趣旨により、地域住民・都市住民の「いこ

いの場」としての目的を達成するため、簡易宿泊施設を設置する。 
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【展望台】 

      本市は、静かな海辺に囲まれた瀬会海岸一帯を自然観察ゾーンとして、誰もがリフ

レッシュできるまちづくりを遂行するため、展望台施設を設置する。 

 

（４）施設の概要 

  【簡易宿泊施設】 

・簡易宿泊施設 管理棟（舟宿） 

ア 建 物 構 造：木造平屋建て 

イ 敷 地 面 積：１５５．２３㎡ 

ウ 延 床 面 積：１４７．１１㎡ 

エ 開館(設置)：平成４年４月１日開館 

 

・簡易宿泊施設 中型 ２棟 

ア 建 物 構 造：木造２階建て 

イ 敷 地 面 積：７９．２０㎡ 

ウ 延 床 面 積：７７．１１㎡ 

エ 開館(設置)：平成６年４月１日開館 

 

・簡易宿泊施設 小型 ６棟 

ア 建 物 構 造：木造２階建て 

イ 敷 地 面 積：３９．２３㎡ 

ウ 延 床 面 積：４５．４０㎡ 

エ 開館(設置)：平成６年４月１日開館 

 

【展望台】 

・展望台 

ア 建 物 構 造：鉄筋コンクリート２階建て 

イ 敷 地 面 積：１２４．３９㎡ 

ウ 延 床 面 積：１５０．００㎡ 

エ 開館(設置)：平成５年４月開館 

 

・展望台事務室  

ア 建 物 構 造 ：鉄筋コンクリート平屋建て 

イ 敷 地 面 積 ：３４．９０㎡ 

ウ 延 床 面 積 ：２９．４０㎡ 

エ 開館(設置)：平成５年４月１日開館 
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※ 詳細は「佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台施設管理運営業

務仕様書（以下「仕様書」という。）」を参照のこと。 

（５）事業概要 

ア 宿泊業務に関すること。 

イ 天体観測業務に関すること。 

ウ 管理施設の施設、設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務。 

エ 前３号に掲げる事業のほか、各施設の設置目的を達成するために必要な事業 

（６）事業実績等 

これまでの管理施設の運営体制、事業実績等（事業実施状況、利用状況、収支状況等）

については、別添の「佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台事業

実績に関する資料」を参照してください。 

 

３ 管理の基準 

指定管理者が管理運営を行うにあたり、次の事項を遵守すること。なお、詳細は仕様書を参

照してください。 

（１）営業時間及び営業日 

仕様書のとおりです。 

（２）適切なサービスの提供を行うこと。 

（３）管理施設の施設、設備及び備品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。 

（４）業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

（５）業務を遂行する上で、以下の関係法令、条例等を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 

ア 佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例（平成１７年佐伯市条例第２８６号） 

イ 佐伯市かみうら天海展望台施設条例（平成１７年佐伯市条例第２８５号） 

ウ 佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年佐伯市条

例第３１号。以下「指定手続条例」という。）、同条例施行規則 

  エ 佐伯市情報公開条例（平成１７年佐伯市条例第１３号） 

指定管理者が管理施設の管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で指定

管理者が管理しているものの公開については、別途指定管理者において情報公開規程を

定めるなどにより、適正な情報公開を行うこと。 

オ 佐伯市個人情報保護条例（平成１７年佐伯市条例第１４号） 

指定管理者が管理施設の管理運営を通じて取得した個人情報の取扱いに関しては、漏

えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理を行うほか、個人情報を保護す

るために必要な措置を講じること（具体的には別途協定で定める）。 

なお、個人情報の開示については、別途指定管理者において規程を定めるなどにより

適正な取扱いに努めること。 

カ 佐伯市個人情報の取扱いを伴う事務の委託基準（平成１７年佐伯市訓令第１５号） 

     指定管理者が取り扱う個人情報については、この訓令により留意事項、協定において
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規定すべき事項（個人情報取扱特記事項）が定められている。 

キ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条、第２４４条の２ 

ク その他関連する法令 

（６）文書の管理・保存 

指定管理者が、管理施設の業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書等について

は、佐伯市行政文書管理規程等に準じて、別途指定管理者において文書管理規程等を定

め、適正な管理・保存を行うこと。 

（７）事業計画書及び収支計画書の提出 

毎年度２月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書について、市担当部課と調

整を図ったうえで作成、提出すること。 

（８）事業報告書の提出 

毎年度終了後６０日以内に、指定管理業務全般に係る事業報告書を作成し、提出する

こと。 

（９）その他 

管理の基準の細目については、市と指定管理者との間で締結する協定で定めるものと

します。 

 

４ 指定管理者が行う業務 

（１）指定管理者が行う業務 

ア ２の（５）に掲げる事業の実施に関する業務 

イ 管理施設の利用の受付及び案内に関する業務 

ウ 管理施設の利用の許可に関する業務 

エ 管理施設の利用の促進に関する業務 

オ その他、管理施設に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

※ 市長のみの権限に属する事務は、行政財産の目的外使用許可（地方自治法第２３８

条の４第４項）、不服申立てに対する決定（地方自治法第２４４条の４）等法令によ

り定められているものです。 

（２）留意事項 

ア 指定管理者が実施することとなる管理運営業務の詳細及びその基準については，別添

仕様書を参照してください。 

イ 管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。ただし、

業務の一部について、市の承認をあらかじめ得た上で、専門の事業者に委託することは

可能です。 

ウ 事業の評価結果等により，指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合，

是正勧告を行い，改善が見られない場合は，指定を取り消すことがあります。 

 

５ 指定の期間 
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指定管理者が管理施設の管理を行う期間は，平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日

までの５年間を予定しています。 

この指定の期間は、市議会の議決により確定することになるので留意してください。 

なお、指定の期間内であっても、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を

取り消すことがあります。 

 

６ 管理に要する経費 

（１）利用に係る料金 

施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収

受する「利用料金制」を採用します。 

利用料金については、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例及び佐伯市かみうら天海展望台

施設条例で定める額の範囲内で、市長の承認を得て、指定管理者が定めることができます。 

 

（２）管理運営経費 

利用料金制度を採用する場合、通常、施設の管理運営経費見込額から利用料金収入見込

額を差し引いた額を委託料の額としています。 

（委託料＝管理運営経費―利用料金収入） 

指定管理者制度において、市は、選定された指定管理者が提示した委託料の額を上限と

して委託料を支払います。委託料の上限額、支払時期、方法等については、佐伯市と指定

管理者で締結する協定書で定めることとし、各年度の委託料は、市と指定管理者との協議

によって決定することとします。 

佐伯市かみうら天海展望台の管理運営に係る委託料の上限額（以下「基準価格」という。）

については、以下のとおり設定しており、申請に当たっては、基準価格以内の委託料に基

づいて事業計画及び収支計画を作成することとします。 

（基準価格）平成２３年度～平成２７年度各年度  ５００千円／年 

       管理運営経費見込額     ５５０千円 

       利用料金収入見込額      ５０千円 

       差し引き（基準価格）  ,  ５００千円 

なお、年度毎の基準価格は消費税及び地方消費税を含んだ額であるので、留意してくだ

さい。 

また、基準価格を超えた委託料の額に基づいた申請があった場合、失格とします。 

委託料の増額は、災害等の特別な場合を除き、原則として行いません。 

 

（３）委託料の精算 

指定管理者が業務を市が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や事業

収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、

原則として精算による返還を求めません。 
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また、利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、

原則として補てんは行いません。 

 

（４）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理し

てください。 

また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理し

てください。 

 

７ 応募者の資格 

応募しようとする法人等は、次の各号のいずれにも該当する法人その他の団体（以下「法人

等」という。）であること。 

（１）佐伯市内に事務所を置く又は置こうとする法人等であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない法人

等であること。 

（３）佐伯市から指名停止措置を受けていない法人等であること。 

（４）市税等を滞納していない法人等であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

等に基づく更生又は再生手続を行っていない者であること。また、銀行取引停止、主要取

引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断されるもの

でないこと。 

（６）暴力団（暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

（７）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力

団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等でないこと。 

（８）暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を役員に含

む法人等でないこと。 

※ 応募時に設立していなくても応募できることとしますが、その場合、その実現性を証

明する資料を提出してください。 

 

８ 指定管理者の公募手続 

（１）公募スケジュール 

具体的な実施スケジュールは以下のとおりです。ただし、問い合わせ等は、土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く開

庁日の午前８時３０分から午後０時１５分まで、午後１時から午後５時まで（以下「開庁

時間」という。）にお願いいたします。 
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【スケジュール】 

１２月２７日（月）……募集要項等公表 

１２月２７日（月）から……募集要項等配布 

１月２１日（金）１０時から……募集要項等に関する説明会（現地見学会含む） 

１月２４日（月）から１月２７日（木）まで……募集要項等に関する質問受付 

１月２８日（金）……募集要項等に関する質問の回答 

１月３１日（月）から２月４日（金）まで……指定申請書等の提出 

（２）公募手続 

ア 募集要項等配布 

以下のとおり、募集要項等を配布します。 

配布期間 平成２２年１２月２７日（月）から平成２３年１月２０日（木）まで 

     ※ただし、平成２２年１２月２９日（水）から平成２３年１月３日（月）

の間は除きます。 

配布場所 佐伯市中村南町１番１号 

     佐伯市企画商工観光部観光課 

佐伯市上浦大字津井浦１４００番地３ 

佐伯市上浦振興局 地域振興・教育課 

イ 募集要項等に関する説明会（現地見学会を含む。） 

募集要項等に関する説明会を下記により行います。本説明会では、管理施設について

の詳細な説明を行うとともに、会場において管理施設に関する詳細図面を閲覧すること

ができます。 

なお、詳細図面については、本説明会終了後、応募書類等の提出締切日までの間、問

い合わせ先において閲覧することができます。閲覧は、開庁時間とします。 

日時：平成２３年１月２１日（金）午前１０時から正午まで 

場所：佐伯市上浦大字津井浦１１９番地１（簡易宿泊施設） 

参加人数：各団体３人以内とします。 

参加申込：参加希望の方は「佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展

望台施設指定管理者募集要項等に関する説明会参加申込書（要項様式第６

号）」に必要事項） を記入のうえ、１月２０日（木）までに、問い合わせ

先（「１４」参照）あてにＦＡＸ又は電子メールにてお申し込み下さい。 

ウ 募集要項等に関する質問票の受付 

募集要項等の内容に関する質問を「佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら

天海展望台施設指定管理者募集要項等に関する質問票（要項様式第７号）」により、以

下のとおり受け付けます。 

受付期間：平成２３年１月２４日（月）から１月２７日（木）まで 

提出場所：「１４ 問い合わせ先」に同じ 

提出方法：質問書はＦＡＸ又は電子メールによる送付とします。 
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エ 募集要項等に関する質問の回答 

すべての質問に対する回答を希望者全員にＦＡＸにより送付します。なお、希望者は

質問締切日までに問い合わせ先（「１４」参照）にＦＡＸ又は電子メールにより質問の

回答を希望する旨をお知らせください。 

回答日：平成２３年１月２８日（金） 

オ 指定申請書等の提出 

指定申請書等を以下のとおり受け付けます。 

（ア）申請書類 

申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要 

と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

ａ 指定管理者指定申請書 

〔指定手続条例施行規則（平成17年佐伯市規則第29号）に定める様式第１号〕 

ｂ 管理施設の管理に関する事業計画書（要項様式第１号） 

ｃ 管理施設の管理運営に関する収支計画書（要項様式第２号） 

 ・平成２３年度から平成２７年度までの各年度ごとに作成すること。 

ｄ 誓約書（要項様式第３号） 

ｅ 指定管理者として必要とする資格等を有することを証する書類 

ｆ 定款、寄附行為の写し、規約又はこれらに類する書類 

ｇ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

ｈ 団体代表者の住民票抄本 

ｉ 団体の役員名簿 

ｊ 前事業年度における事業報告書その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

（設立趣旨、従業員数、資本の額、経営規模など） 

ｋ 前事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の団体の財務状況

を明らかにする書類 

ｌ 市税の滞納がないことを証明するもの（納税証明書） 

ｍ その他市長が必要と認める書類 

（イ）受付期間： 平成２３年１月３１日（月）から２月４日（金）まで 

午前８時３０分から午後０時１５分まで、午後１時から午後５時まで 

（ウ）提出場所： 問い合わせ先に同じ（「１４」参照） 

（エ）提出方法： 指定申請書等（正本１部及び副本８部※副本は複写可）を上記に定め

る提出場所に持参してください。 

※提出は上記方法に限り、郵送・ＦＡＸ等による提出は受理しません。要求した内

容以外の書類、図面等についても受理しません。 

（オ）申請に当たっての留意事項 

ａ 複数の申請の禁止 

１応募者につき１申請とし、複数の申請をした場合は、失格とします。 
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ｂ 申請書提出期限までに所定の書類の提出がない場合 

申請はなかったものとして取り扱うこととします。 

ｃ 接触の禁止 

申請者及び申請者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求

を行った場合、又は指定管理候補者選定委員会委員に個別に接触した事実が認めら

れた場合には、失格となることがあります。 

ｄ 応募の辞退 

団体の解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、応募

辞退届（要項様式第５号）を提出してください。 

提出場所：問い合わせ先に同じ（「１４」参照） 

ｅ 提案内容変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

ｆ 虚偽の記載をした場合及び不正があった場合の無効 

申請書類に虚偽の記載があった場合や不正があった場合、当該申請は無効としま

す。 

ｇ 著作権の帰属等 

事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理候補者

の決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとし

ます。 

なお、申請書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

ｈ 情報公開条例に基づく公開請求 

提出された申請書類、審査結果等については、佐伯市情報公開条例に基づく公開

請求の対象となるとともに、原則として指定管理候補者の決定後、申請者名、選定

結果等を公表するものとします（非公開情報、個人に関する情報や申請者の正当な

利益を害するおそれのある情報等を除く）。 

ｉ 費用負担 

申請に関して必要となる費用は申請団体等の負担とします。 

ｊ 本事業提案応募のために説明会・現地見学等、定められた機会を除き、市から便

宜を図ることはできません。応募者は市が提供した情報、独自に合法的に入手した

情報のみで提案を行ってください。 

ｋ 本事業提案で得た情報について、応募者は第三者への公表及び他目的への使用を

することはできません。ただし、以下の情報についてはその対象ではありません。 

・公知となっている情報 

・第三者により本業務に関し合法的に入手できる情報 

ｌ 申請書類に該当がない場合 

申立書（要項様式第４号）にその旨記入して提出してください。 
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９ 指定管理者の候補の選定 

（１）選定方法 

市内に住所を有する有識者を含む６人の委員で構成する佐伯市企画商工観光部公の施

設指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、各委員が次の選定基

準に基づいて審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理候補者として選定し、この

結果により最終的に市で指定管理候補者を決定します。 

（２）選定基準 

 指定手続条例第４条第１項各号に定める選定基準によることとします。選定基準及び選

定基準に基づき設定する審査項目の概要は下記のとおりです。 

１ 事業計画書の内容が、市民の平等利用を確保することができ、かつ、サービスの向上

が図られるものであること。【２０点】 

・施設の設置目的及び市が示した管理運営の方針との整合性 

・平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 

・サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 

２ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係

る経費の縮減が図られるものであること。【４０点】 

・利用者増を図るための具体的な手法及び期待される効果 

・施設の維持管理計画の内容、適格性及び実現の可能性 

・施設の管理運営に係る経費の内容 

３ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているもので

あること。【４０点】 

・安定的な運営が可能となる人的能力 

・収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

・安定的な運営が可能となる経理的基盤 

・類似施設の運営実績 

（３）ヒアリング等 

ア 選定に当たり、提出書類により応募資格、提案内容等を書類審査の後、選定委員会に

よるヒアリングを行います。 

イ ヒアリングの日時、場所等については、後日、該当する申請者に対して書面で通知し

ます。 

ウ ヒアリングの出席者は３人以内とし、事業計画書中の組織体制表に基づく統括担当者

については必ず御出席ください。ただし、出席者は原則として代表者及びその社員（任

意団体にあっては構成員）に限ります。 

ヒアリングの時間は、３０分以内を予定しています。 

（４）審査結果の通知及び公表 

ヒアリングの後、選定委員会で申請者の最終評価を行い、指定管理者として最もふさわ

しい法人等（以下「選定事業者」という。）を選定します。選定の結果は、申請者全員に
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書面で通知するとともに公表します。 

 

１０ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

指定管理者の指定には、佐伯市議会の議決が必要です。原則として選定事業者を指定管

理候補者として佐伯市議会定例会に上程し、議決を経たのち、指定管理者として指定する

予定です。（平成２３年３月予定） 

なお、指定については、指定の相手方に書面で通知するとともに、指定手続条例第６条

第２項の規定に基づいて告示を行います。 

（２）協定の締結 

佐伯市と指定管理者とは、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事

項等について協議の上、「協定」を締結します。なお、協定の主な内容は、仕様書を参照

してください。 

（３）留意事項 

ア 指定の議決を経るまでの間又は議決後に指定管理者に指定することが著しく不適当

と認められる事情が生じたときは、指定の議決後においても指定しないことがあります。 

イ 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り

消し、協定を締結しないことがあります。 

（ア）正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

（イ）資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認められるとき。 

（ウ）著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められ

るとき。 

 

１１ 事業実施状況の監視等 

（１）モニタリング 

市は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水準を確保

するため、モニタリングを行います。 

モニタリングの結果、管理の基準や事業計画書に記載された事項等が達成されていない

場合には、市は改善措置を講じる等の指導を行います。さらに必要な場合は、業務の停止

や指定の取消しを行うことがあります。 

ア 定期モニタリング 

定期的に業務報告書を提出していただき、市は当該報告に基づき状況確認を行います。 

イ 随時モニタリング 

必要に応じ、随時に状況確認等を行います。 

（２）利用者アンケートの実施 

指定管理者は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート等により施設利用

者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について、市に報告して
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いただきます。 

（３）帳簿類等の提出要求 

監査等に必要があると認める場合、指定管理者は帳簿書類その他の記録を提出する必要

があります。 

 

１２ その他 

（１）指定管理者の履行責任に関する事項 

ア 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第１次責任を有し、施設又は施設利用者

に被害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告しなければな

りません。 

イ 指定管理者は、事業継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合は、速や

かに市に報告しなければなりません。 

ウ 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協定で

定めることとします。 

（２）事業の継続が困難となった場合の措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は指

定の取消しをすることができるものとします。その場合は、市に生じた損害は指定管理

者が賠償するものとします。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理

運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合 

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務の継

続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わない時には、それぞれ、事前に書面で通知することにより協

定を解除できるものとします。なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障な

く、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

ウ 指定管理者の指定取消し後の対応 

指定管理者の指定取消し後、他の法人等と、指定管理予定候補者としての協定締結に

ついて協議を行うことがあります。 

エ その他 

前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、協定

で定めます。 

（３）協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合につい

ては、市と指定管理者とは誠意を持って協議するものとします。 

（４）リスク分担に対する方針 

協定締結にあたり、市が想定する主なリスク分担の方針は、以下のとおりです。これ
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らは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクについての方針を示したものです。 

 

負担者 
項 目 

市 指定管理者 
備 考 

管理運営  ◎  

施設、設備、備品等

の維持管理 

○ 

（大規模な修

繕） 

◎ 

１件１０万円未満の

修繕については原則

として指定管理者が

行う。これによりが

たい事情がある場合

には、市と指定管理

者とで協議を行う。

備品の購入、改修 ◎  その都度協議 

施設等の使用許可 

（附属事務を含む。） 

 
◎ 

 

災害時対応 ○ 

（指示等） 

◎ 

（待機体制の確保、

被害調査、報告、応

急措置） 

 

事故、火災等による

施設の損傷及び被災

者に対する責任 

◎ 

○ 

（指定管理者の責に

帰する事由の場合）

 

災害復旧（復旧工事） ◎   

包括的管理責任 ◎   

火災保険の加入 ◎   

利用者に係る賠償責

任保険の加入 

 
◎ 

 

（◎：原則として対応責任がある  ○：一部責任を負う場合がある） 

※ 疑義のある場合や、定めのない事項については、指定管理者と市とが協議の上定めるこ

ととします。 

 

１３ 添付資料・様式（別添） 

（１）指定管理者指定申請書（指定手続条例施行規則に定める様式第１号） 

（２）佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台事業計画書（要項様式第

１号） 

（３）佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台の管理運営に関する収支

計画書（要項様式第２号） 
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（４）誓約書（要項様式第３号） 

（５）申立書（要項様式第４号） 

（６）応募辞退届（要項様式第５号） 

（７）佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台指定管理者募集要項等に

関する説明会参加申込書（要項様式第６号） 

（８）佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台施設指定管理者募集要項

等に関する質問票（要項様式第７号） 

（９）佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台施設管理運営業務仕様書

［別添］ 

（10）佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設及び佐伯市かみうら天海展望台施設の事業実績に関する

資料［別添］ 

 

１４ 問い合わせ先 

〒８７６－８５８５ 

佐伯市中村南町１番１号 

佐伯市企画商工観光部観光課 

 電 話 ０９７２－２２－３９４２ 

 ＦＡＸ ０９７２－２４－２６１５ 

 

〒８７９－２６９２ 

佐伯市上浦大字津井浦１４００番地３ 

佐伯市上浦振興局 地域振興・教育課   

電 話 ０９７２－３２－３１１１ 

ＦＡＸ  ０９７２－３２－２６５０ 

電子メール  kawamoto@city.saiki.lg.jp 

ホームページ http://www.city.saiki.oita.jp/ 


